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がん対策推進基本計画の改定概要
■「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」
をスローガンとして位置づけ

■ 分野別施策

１ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実
・「がん検診受診率」の目標について、いずれのがん種においても増加傾向であり、一部のがん種で目標値を達成できたことか

ら、さらなる受診率向上を目指し５０％から６０％に引き上げ

２ 患者本位で持続可能ながん医療の提供

・「緩和ケア」について、すべての医療従事者が診断時から治療と併せて取り組むべきとの趣旨から、がん医療分野の中に記載

・ドラッグラグ等の課題に対し、新たな診断技術・治療法へのアクセスを確保する観点から、新たな技術の「速やかな医療実装」

に関する項目を新規に追加し、国際共同治験への参加を含め、治験の実施を促進する方策の検討などの取組を推進

３ がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築
・治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加する中で、治療に伴う外見変化に対するサポートが重要であることを踏

まえ、「アピアランスケア（※）」を独立した項目として記載し、拠点病院等を中心としたアピアランスケアに係る相談支援・

情報提供体制の構築等を推進

※医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア

４ これらを支える基盤の整備
・国民本位のがん対策を推進する観点から「患者・市民参画の推進」を、医療・福祉・保健サービスの効率的・効果的な提供

や、患者やその家族等のサービスへのアクセシビリティ向上の観点から「デジタル化の推進」を、新規追加

・「全ゲノム解析等実行計画2022」の着実な推進を記載
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分野別施策の概要（１．がん予防）
■ 一次予防

（現状・課題）

・ 喫煙、飲酒、身体活動、食生活等の生活習慣について更なる改善が必要である。

・ ウイルス（HPV、肝炎ウイルス、HTLV－1）や細菌感染（ヘリコバクター・ピロリ）は発がんに
大きく寄与する因子であり、感染症対策が引き続き重要である。

・ 子宮頸がんの年齢調整罹患率は増加傾向にあり、 HPVへの感染対策が必要である。

（取り組むべき施策）

・ 「次期国民健康運動づくり運動プラン」に沿った取組の推進

・ 拠点病院等から地域へのがん予防に関する普及啓発

・ HPVワクチンに係る正しい理解の促進と接種勧奨及びキャッチアップ接種の実施と適切な情報
提供、科学的根拠に基づく子宮頸がん対策の推進
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分野別施策の概要（１．がん予防）
■ 二次予防（がん検診）

（現状・課題）

・ がん検診の受診率は増加傾向だが、男性の肺がん検診を除いて50％に達していない。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により受診者が1～2割程度減少したとの報告もある。

・ がん検診受診者のうち 30～70% 程度が受診している職域におけるがん検診は、任意で実施
されており、実態を継続的に把握する仕組みがない。

・ 精密検査受診率は都道府県及びがん種による差が大きく、改善が必要である。

・ 指針に基づかない がん検診を実施している市町村は約80％と高い状況が続いている。

・ より正確、低侵襲、簡便、安価な方法が提案されているが、対策型検診への導入までのプロセ
スが不透明かつ煩雑であることが指摘されている。

（取り組むべき施策）

・ より正確かつ精緻に個人単位で受診率を把握する仕組みの検討

・ 科学的かつ効果的な受診勧奨策の推進

・ 全ての国民が受診しやすい環境の整備

・ がん検診の意義及び必要性の普及啓発

・ 職域におけるがん検診の実施状況の把握、がん検診全体の制度設計について検討

・ 精密検査受診率の低い市町村の実態把握、都道府県による指導・助言等の取組推進

・ 指針に基づかない がん検診の効果検証の方法、関係学会や企業等とのマッチングを促進する
仕組みの検討、組織型検診の構築 5



分野別施策の概要（２．がん医療）
■ がん医療提供体制等

（現状・課題）

・ 拠点病院等を中心に、放射線療法などの各治療法の提供体制の整備、チーム医療、支持
療法、緩和ケア、がんのリハビリテーション等の取組を推進し、がん医療の質の向上と均てん化を
進めてきた。また、がんゲノム医療中核拠点病院等を中心としたがんゲノム医療の提供体制を整
備してきた。

・ がん医療の高度化や人口減少等を踏まえ、拠点病院等の役割分担と連携が求められている。

（取り組むべき施策）

・ 均てん化に 加え、拠点病院等の役割分担と連携による地域の実情に応じた集約化を推進

・ 感染症発生・まん延時や災害時等においても必要ながん医療が提供できる連携体制の整備

・ がんゲノム医療の一層の推進に向けた科学的根拠の収集と、より適切なタイミングでのがん遺
伝子パネル検査の実施に向けた検討

・ 科学的根拠に基づく支持療法、効果的・継続的ながんのリハビリテーションの推進

・ 緩和ケアが、診断時から全ての医療従事者により提供される体制整備や普及啓発の強化

・ がん・生殖医療に係る人材育成と研究促進事業を通じた妊孕性温存に関するエビデンス創出
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分野別施策の概要（２．がん医療）
■ 希少がん・難治性がん対策

（現状・課題）

・ 希少がん中央機関を設置し、診断支援や専門施設の整備等を進めてきた。

・ 希少がん及び難治性がんの薬剤アクセスの改善が課題である。

（取り組むべき施策）

・ 高度かつ専門的な医療へのアクセス向上のための拠点病院等の役割分担と連携体制の整備
の推進

・ 薬剤アクセス改善に向けた研究開発や治験の推進等

■ 小児がん・AYA世代のがん対策
（現状・課題）

・ 全国 15 か所の小児がん拠点病院と２か所の小児がん中央機関を中心とした、診療の一部
集約化と連携体制の構築を進めてきた。

・ 小児がんの薬剤アクセスの改善が課題である。

（取り組むべき施策）

・ 地域の実情に応じた拠点病院等の役割分担と連携体制の整備

・ 薬剤アクセス改善に向けた研究開発や治験の推進等 7



分野別施策の概要（２．がん医療）
■ 高齢者のがん対策

（現状・課題）

・ 高齢化に伴い、高齢のがん患者が増加している。

・ 拠点病院等における意思決定支援や、地域の医療機関や介護事業所等との連携に取り組ん
でいる。

（取り組むべき施策）

・ 地域の関係機関等との連携による、個々の状況に応じた、適切ながん医療の提供体制の整備

・ 高齢のがん患者に対する医療の実態把握

・ 意思決定支援の取組推進

■ 新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やかな医療実装
（現状・課題）

・ がん研究による成果の速やかな医療実装が必要である。

・ 国内で未承認の医薬品の増加や医薬品の安定供給等が課題である。

（取り組むべき施策）

・ 拠点病院等における臨床研究等の推進と適切な医療機関への紹介

・ 治療薬等へのアクセス改善に向けた研究開発や治験の推進、実用化に向けた対応策の検討等
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分野別施策の概要（３．がんとの共生）
■ 相談支援及び情報提供

（現状・課題）

・ 多様なニーズに対応するため、がん相談支援センターの機能や対応範囲を検討し、地域の実情
に応じた集約化や役割分担を行うことが必要である。

・ 全ての患者や家族等、医療従事者等が、正しい情報にアクセスできる環境の整備が重要である。

（取り組むべき施策）

・ 多様化・複雑化する相談支援のニーズに対応できる質の高い相談支援体制の整備、オンライン
の活用等による持続可能な相談支援体制の整備

・ 拠点病院等と民間団体やピア・サポーター等との連携、 ICT や患者団体、社会的人材リソース
等を活用した相談支援の充実

・ 要配慮者を含む患者や家族等のニーズや課題等の把握、「情報の均てん化」に向けた情報提
供の在り方の検討
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分野別施策の概要（３．がんとの共生）
■ 社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・患者支援

（現状・課題）

・ 拠点病院等と地域の医療機関が連携して、相談支援、緩和ケア、セカンドオピニオン等を推進し、
患者や家族等を支援することが必要である。

（取り組むべき施策）

・ 都道府県がん診療連携協議会において、セカンドオピニオンや、緩和ケア及び在宅医療等に関
する情報提供の在り方等の検討

・ 地域包括ケアシステムの仕組みも踏まえ、拠点病院等を中心とした施設間の連携・調整を担う
者の育成
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分野別施策の概要（３．がんとの共生）
■ がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援）

（現状・課題）

・ 働く世代のがん患者の離職防止や再就職への就労支援の充実が必要である。

・ 治療に伴う外見変化に対する医療現場のサポートの重要性が認識されている。

・ 医療従事者等による自殺リスクの高い患者への適切な支援が必要である。

・ その他の社会的な問題として経済的課題など様々ながん医療への障壁が指摘されている。

（取り組むべき施策）

・ 現在の両立支援制度の効果及び課題の明確化、それを踏まえた施策の強化や医療機関等と
産業保健との連携、普及啓発等に係る検討

・ 様々な就労形態のがん患者の就労・離職の実態把握、それを踏まえた就労支援の提供体制の
検討

・ 拠点病院等を中心としたアピアランスケアに係る相談支援・情報提供体制の構築

・ がん患者の診断後の自殺リスクや経済的課題等の把握、課題解決に向けた施策の検討
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分野別施策の概要（３．がんとの共生）
■ ライフステージに応じた療養環境への支援

（現状・課題）

・ 成人でがんを発症した患者とニーズや課題が異なる 小児・ＡＹＡ世代のがん患者・経験者に
対し、切れ目ない支援が必要である。

・ 小児・ＡＹＡ世代のがん患者の在宅での療養環境の整備が必要である。

・ 高齢のがん患者に対し、身体的状況や社会的背景に合わせた配慮や、家族等に対する早期の
情報提供・相談支援体制等が必要である。

（取り組むべき施策）

・ 療養中の教育支援体制の整備、遠隔教育の実態把握

・ 長期フォローアップや晩期合併症等の支援体制等の構築、小児・ＡＹＡ世代の療養環境の
実態把握と体制整備に向けた関係省庁を連携した検討

・ 高齢のがん患者の課題の把握、地域における療養の在り方や再発・二次がん・併存疾患の
フォローアップ体制の構築、意思決定支援等の取組の検討
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分野別施策の概要（４．これらを支える基盤）
■ 全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん研究の推進

（現状・課題）

・ がん患者・経験者の参画を一層推進し、患者・経験者目線で必要とされている領域や臨床現
場でニーズの高い領域の研究を推進していくことが必要である。

・ がん医療の人材育成や研究基盤の整備を加速させていくことが必要である。

（取り組むべき施策）

・ 「がん研究 10 か年戦略」の見直し、関係省庁が協力した多様な分野を融合させた先端的な
研究の推進

・ 「全ゲノム解析等実行計画 2022 」の着実な推進、新たな予防・早期発見法等の開発を含め
た患者還元や、がんや難病に係る研究・創薬への利活用等の推進

・ 各分野の政策課題の解決に資する研究や評価指標にかかる研究の推進
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分野別施策の概要（４．これらを支える基盤）
■ 人材育成の強化

（現状・課題）

・ がん医療に関する基本的な知識や技能を有し、がん医療を支えることのできる医療従事者を養
成していくことが必要である。

・ 急速に高度化するがん医療において、ビッグデータ解析など新たに必要とされるスペシャリストの育
成が重要な課題である。

（取り組むべき施策）

・ 高齢化や人口減少等の背景を踏まえた、専門的な人材育成の在り方や人材の効率的な活用
等の検討

・ がん医療の高度化に対応できる専門的な人材の育成・配置

14



分野別施策の概要（４．これらを支える基盤）
■ がん教育及びがんに関する知識の普及啓発
（現状・課題）

・ 外部講師を活用し、こどもにがんの正しい知識やがん患者・経験者の声を伝えることが重要である。

・ 科学的根拠に乏しい情報が多く存在し、必要な情報への適切なアクセスが困難等の課題がある。

（取り組むべき施策）

・ 学習指導要領に基づくがん教育の推進、各地域の取組の成果の普及

・ 外部講師を活用したがん教育に向けた必要な支援の実施

・ より効果的な手法による、国民に対するがんに関する正しい知識の普及啓発

・ 事業主等による雇用者等への正しい知識の啓発の取組推進

■ がん登録の利活用の推進
（現状・課題）

・ 全国がん登録の届出件数が増加し、登録内容が充実してきている。

・ がん登録情報の効果的な利活用について、現行制度の見直し等に向けた議論を行っている。

（取り組むべき施策）

・ 質の高い情報収集に資する精度管理の継続

・ 法規定の整備を含め現行制度の見直しに向けた検討

・ 医療のデジタル化などの取組とも連携した、より有用な分析が可能な方策の検討 15



分野別施策の概要（４．これらを支える基盤）
■ 患者・市民参画の推進

（現状・課題）

・ 国民本位のがん対策の推進のため、多様な患者・市民が参画できる仕組みの整備や患者・

市民参画に係る啓発・育成が必要である。

（取り組むべき施策）

・ 諸外国の事例も踏まえた、患者・市民参画の更なる推進のための仕組みの検討

・ 参画する患者・市民の啓発・育成、医療従事者や関係学会に対する啓発等の実施

■ デジタル化の推進

（現状・課題）

・ 患者や家族等のアクセス向上と効果的かつ効率的な取組に向け、がん対策のデジタル化を推進

する必要がある。

（取り組むべき施策）

・ 「がん予防」「がん医療」「がんとの共生」の各分野における、ICTやAIを含むデジタル技術の活用

や医療のデータ化・利活用の推進

・ ｅコンセントの活用等の治験のオンライン化等
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